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事 務 連 絡 

令和３年８月６日 

 

企業型運用関連運営管理機関 御中 

 

厚 生 労 働 省 年 金 局 

企業年金・個人年金課 

 

 

確定拠出年金の企業型年金に係る業務報告書の見直しについて 

 

日頃から、確定拠出年金制度の運営にご尽力いただきますとともに、厚生労働行政

にご理解とご協力をいただき、心から御礼申し上げます。 

 さて、標記については、確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令（令和３年

厚生労働省令第 127 号）が令和３年７月 28 日に公布され、令和４年３月１日から施

行されることとなりました。 

 これに係る事務処理の留意事項を下記のとおり整理しましたので、ご承知おきいた

だきますとともに、その実施に当たりましては、ご理解とご協力を賜りますようお願

いします。 

 なお、別添として参考資料を添付しますので、併せてご参考としてください。 

  

記 

 

第１ 見直しの概要について 

  令和元年 12 月 25 日に取りまとめられた「社会保障審議会企業年金・個人年金部

会における議論の整理」において、確定拠出年金法施行規則（平成 13 年厚生労働

省令第 175 号。以下「ＤＣ規則」という。）第 27 条に基づき実施事業主から事業年

度末に提出していただいている企業型年金に係る業務報告書（以下「業務報告書」

という。）に係る手続きについては、「業務報告書の記載事項を簡素化すべきである。

また、事業主は企業型記録関連運営管理機関（以下「ＲＫ」という。）を通じて提出

できるようにすべきである。」、「また、投資教育等について、業務報告書で実施の有

無のみの報告を求めるのではなく、投資教育の内容等を地方厚生（支）局がヒアリ

ング等で継続的に把握して指導に当たる方が効果的であり、指導体制や手法を含め

て見直すべきである。運用商品のモニタリング、運営管理機関の評価等も同様であ

る 。」との議論の整理がなされました。 

これを踏まえ、これまでの業務報告書について、手続簡素化の観点等から見直し

を行うため、ＤＣ規則について所要の改正を行ったものです。 
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まず、業務報告書については、令和４年３月１日以後に終了する事業年度（令和

４年３月決算分）に係る業務報告書より、事業主は、改正後のＤＣ規則第 27 条第

１項に掲げる事項について、ＲＫを通じて、電磁的方法により、当課あて提出する

こととしました。（第２参照） 

また、改正前の業務報告書から削除した項目のうち、「資産の運用に関する基礎

的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況」（いわゆる投資教育）など事業主

に課せられた義務の履行状況（以下「運営状況」という。）については、地方厚生

（支）局において確認し、その実施を促していくこととしました。（第３参照） 

 

第２ 業務報告書について 

 １ 報告すべき事項 

改正後のＤＣ規則第 27 条第１項に定める次の項目とします。 

⑴ 企業型年金規約に係る承認番号 

  ⑵ 厚生年金適用事業所の名称 

  ⑶ 事業年度 

  ⑷ 企業型年金加入者等の状況 

  ⑸ 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況 

  ⑹ 返還資産額の状況 

  ⑺ 個人別管理資産の状況 

  ⑻ 指定運用方法の状況 

⑼ 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況 

 

 ２ 提出方法 

手続簡素化の観点等から、これまでの事業主から地方厚生（支）局長あてに提

出していた様式第７号は廃止し、かつ、事業主はＲＫを通じて、電磁的方法によ

り、当課宛てに提出することとします。 

なお、電磁的方法による提出方法等については、別途、当課よりＲＫ宛てに示

すこととします。 

 

第３ 業務報告書の見直しに伴う運営状況の確認について 

 １ 運営状況について確認すべき項目 

   地方厚生（支）局は、次の項目を確認することとします。 

  ⑴ 実施事業所に関する事項 

   ① 企業型年金規約に係る承認番号 

   ② 実施事業所の名称 

   ③ 実施事業所の郵便番号・所在地 

   ④ 電話番号、担当者、メールアドレス 
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  ⑵ 継続投資教育に関する事項 

   ① 継続投資教育の実施状況 

② 継続投資教育の手法 

③ 継続投資教育の内容 

  ⑶ 運営管理機関の定期的な評価に関する事項 

   ① 運営管理機関の評価等の実施状況 

② 評価等を実施していない場合の状況 

  ⑷ 運用商品のモニタリングに関する事項 

   ① 運用商品のモニタリングの実施状況 

   ② 運用商品のモニタリングの実施方法 

 

２ 対象事業所の選定 

地方厚生（支）局において、全ての実施事業所を概ね５年で一巡することを想

定し、当該年度に運営状況の確認を行う対象事業所を選定します。なお、対象事

業所件数は、地方厚生（支）局の実情を踏まえ、柔軟に選定することとします。 

 

 ３ 運用関連運営管理機関への情報提供 

地方厚生（支）局は、対象事業所を選定後、当該対象事業所を受託する運用関

連運営管理機関宛て、運営状況の確認を実施する旨を情報提供することとします。 

 

４ 回答様式のホームページへの掲載 

地方厚生（支）局は、別途示す回答様式（Excel 形式）を地方厚生（支）局ホ

ームページに掲載することとします。 

 

  ５ 運営状況の確認依頼 

地方厚生（支）局は、E-mail、郵送などにより、対象事業所の事業主（２以上

の事業主が１つの企業型年金を実施する場合は代表事業主）宛てに通知を送付し

て運営状況の確認依頼を行うこととします。 

なお、代表事業主宛て確認依頼を行う際は、①対象事業所の事業主への確認依

頼の連絡、②対象事業所からの回答の取りまとめ、③取りまとめした回答の地方

厚生（支）局への送付など、代表事業主への依頼事項を通知に明示することとし

ます。 

 

６ 運営状況の確認 

対象事業所の事業主は、回答様式（Excel 形式）を地方厚生（支）局ホームペ

ージからダウンロードした上で、設問に回答することとします。 
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  ７ 回答 

対象事業所の事業主は、設問に回答した後、地方厚生（支）局が示す期限まで

に、E-mail にて回答を送付することとします。 

なお、２以上の事業主が１つの企業型年金を実施する場合、事業主は代表事業

主に回答を送付し、代表事業主が回答を取りまとめの上、地方厚生（支）局に取

りまとめた回答を送付することとします。 

 

８ 回答の取りまとめ 

地方厚生（支）局は、事業主から送付された回答の取りまとめを行います。ま

た、未回答の事業主には再度依頼を行います。 

 

 ９ 当課への報告 

地方厚生（支）局は、実施結果（件数等）の取りまとめを行い、当課宛てに報

告を行うこととします。なお、提出期限、報告内容等については別途示すことと

します。 

 

 10 実施スケジュール 

実施初年度のスケジュールは次のとおりとします。 

  ・令和４年６月末まで 対象事業所の選定 

運営管理機関宛て対象事業所の情報提供 

回答様式（Excel 形式）のホームページへの掲載 

  ・令和４年８月末まで 対象事業所の事業主宛て発出準備 

  ・令和４年９月から  対象事業所の事業主宛て通知発出、照会対応 

  ・令和４年 11 月末   回答期限 

  ・令和４年 12 月から  回答の取りまとめ 

未回答の事業主へ再度依頼 

  ・令和５年３月末まで 当課への報告 

   なお、実施時期については、「当課への報告」を除き、地方厚生（支）局におい

て柔軟に対応することします。また、令和５年度以降についても同様とします。 

 

 11 その他 

様式等については、今後の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直しの検討を行

うこととします。 

 

第４ 運営管理機関への協力のお願い 

  業務報告書の見直しに伴う運営状況の確認については、地方厚生（支）局におい

て対象事業所を選定後、当該対象事業所を受託する運用関連運営管理機関宛て、 
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運営状況の確認を実施する旨を情報提供することとします。（第３の３参照） 

運用関連運営管理機関におかれましては、代表事業主等から対応についての照会

等があった場合には、これまでの業務報告書と同様、可能な範囲において、回答作

成のサポートについて、ご協力をお願い致します。 

 

以上 

 


